
≪H２１年度税制改正≫                                 1/4 

 

 

 
 

【相続税制】 

 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度 

（１）概要 

  経営承継相続人が、相続等により一定の非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、経営承継相続人

が納付すべき相続税額のうち、議決権株式等（相続開始前から保有していた議決権株式等を含めて、会社の発

行済議決権等の総数等の 3 分の 2 に達するまでの部分に限る。以下「特例適用株式等」という。）に係る課税価

格の８０％に対応する税額につき、経営承継相続人の死亡等の日まで納税を猶予する。 

（注１） 「経営承継相続人」とは、経営産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者をいう。 

（注２） 経営承継相続人は、経営産業大臣の認定を受け、有効期間内（5 年間）は毎年、その後は 3 年毎に継

続届出書を税務署長に提出しなければならない。 

（注３） 本特例の適用を受けるためには、原則として特例適用株式等の全て担保に供する必要がある。 

 

（２）猶予税額の免除 

①経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の時までに保有し続けた場合は、猶予税額の納付を免除する。 

②①のほか、経済産業大臣認定の有効期間経過後における猶予税額の納付の免除の取扱いは次による。 

イ その会社に破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合は、猶予税額の全額を免除す

る。 

ロ 次の後継者へ特例適用株式等を贈与した場合において、その特例株式等について贈与税の納税猶予制

度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例適用株式等に係る相続税の猶予税額を免除する。 

ハ 同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は

譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除する。 

 （注）イとハにおいて、過去５年間の経営承継相続人等への配当・過大役員給与等相当額は免除されない。 

 

（３）猶予税額の納付 

①経済産業大臣認定の有効期間内に同認定の取消事由に該当した場合には、猶予税額の全額を納付する。 

②①の有効期間経過後において特例適用株式等の譲渡等をした場合には、特例適用株式等の総数に対する

譲渡等をした特例適用株式等の割合に応じて猶予税額を納付する。 

③猶予税額の全額又は一部を納付する場合は、相続税の法定申告期限からの利子税（本則：年３．６％）を納

付する。 
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（４）租税回避行為への対応 

①資産保有型会社の判定において、過去 5 年間に経営承継相続人及びその同族関係者に対して支払われた

配当や過大役員給与等に相当する額を、特定資産及び総資産の額に加算する。 

②相続開始前３年以内に、経営承継相続人の同族関係者から現物出資又は贈与により取得した資産の合計

額の総資産に占める割合が７０％以上である会社にかかる株式等については、本特例を適用しない。 

③上記のほか、相続税等の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為への対応措置を講ずる。 

（５）他の特例との適用関係 

①本特例の適用を受ける場合であっても、小規模宅地等にかかる相続税の特例の適用を認める。 

②特定同族株式等に係る１０％減額特例と相続時精算課税制度の特例は平成２１年３月３１日で廃止する。 

 

（６）適用関係等 

平成２０年１０月１日から平成２１年３月３１日までの相続に係る被相続人の遺産に、非上場株式の株式等があり、

被相続人が非上場株式の代表者であった場合は、相続税の申告期限を平成２２年２月１日まで延長する。 

 

 取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度 

（１）概要 

後継者が、一定の非上場株式を経営していた親族から贈与により保有株式等の全部（贈与前からの保有分も

含め、発行済議決権株式等の総数等の３分の２までに達するまでの部分を上限とする。以下「猶予対象株式等」

という。）を取得した場合は、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税額の全額の納税を猶予する。 

 

（２）贈与者の死亡後の取扱い 

贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価

により他の相続財産と合算して相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税

の納税猶予を適用する。 

 

 農地に係る相続税の納税猶予制度の見直し 

（１） 一定の農地の貸付けについても適用対象とする。 

（２） 災害・疾病等のため一時的に営農できない場合でも、営農継続しているとする取扱いを明確化する。 

（３） 納税猶予適用者（２０年間の営農継続により、猶予税額が免除されるものを除く。）が、特例適用農地を譲

渡等した場合に納付する利子税については、税率を本則年３．６％（特例で年２・２％）に引き下げる。 

（４） 納税猶予の取消事項となる「耕作の放棄」について、該当要件の見直しを行う。 
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【住宅・土地税制】 

（１） 個人と法人が平成２１年と平成２２年中に取得をした国内にある土地等で、その年の１月１日の所有期間が

５年超の譲渡をした場合には、その年中の譲渡益から１，０００万円を控除する。 

（２） 平成２１年と平成２２年中に土地等を取得した法人と個人事業者は、その土地等の取得価額を限度として、

取得後１０年の間に他の土地等を売却して譲渡益が発生した場合であっても、先に取得した土地等の価額

を圧縮記帳することにより、平成２１年取得分は譲渡益の８割、２２年取得分は６割について課税を繰り延べ

る。 

（３） 所有期間１０年超の事業用資産の買換え特例の適用期限を、平成２３年１２月３１日まで延長する。 

（４） 住宅ローン減税につき、制度内容を次の通り拡充のうえ、適用期限を平成２５年１２月３１日まで延長する。

また、所得税で控除しきれなかった残額については、個人住民税から控除可能とする。（最高９７，５００円） 

 

【一般の住宅】 

居所年 控除期間 借入金残高限度 控除率 

平成２１年 １０年 ５，０００万円 １．０％ 

平成２２年 １０年 ５，０００万円 １．０％ 

平成２３年 １０年 ５，０００万円 １．０％ 

平成２４年 １０年 ５，０００万円 １．０％ 

平成２５年 １０年 ５，０００万円 １．０％ 

 

【認定長期優良住宅】 

居所年 控除期間 借入金残高限度 控除率 

平成２１年 １０年 ５，０００万円 １．２％ 

平成２２年 １０年 ５，０００万円 １．２％ 

平成２３年 １０年 ５，０００万円 １．２％ 

平成２４年 １０年 ４，０００万円 １．０％ 

平成２５年 １０年 ３，０００万円 １．０％ 

 

（５） 自己資金で長期優良住宅を新築又は省エネ・バリアフリー改修を行う場合は、一定の税額控除を認める。 

（６） 不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を、平成２３年３月３１日まで延長する。 

（７） 土地の売買に係る登録免許税の特別措置について、次の通り平成２３年４月１日から段階的に引き上げ

る。 

～平成２３年３月３１日 １０／１，０００ 

平成２３年４月１日～ １３／１，０００ 

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 １５／１，０００ 
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（８） 住宅用家屋に係る所有権の保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の

軽減措置の適用期限を、平成２３年３月３１日まで延長する。 

（９） 不動産取得税の宅地評価土地の課税標準の特例（課税標準＝固定資産税×１/２）、商業地の標準税率

並びに住宅と住宅用地の標準税率を３％とする特例の適用期限を、平成２４年３月３１日まで延長する。 

【金融・証券税制】 

（１） 平成２１年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対す

る税率を、１０％軽減税率（所得税７％、住民税３％）とする。 

（２） 平成２４年以降、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る１０％軽減税率が廃止され、２０％本則課

税が実現する際に、少額の上場株式等投資の為の非課税措置を創設する。 

（３） 生命保険料控除を次の通り改める。 

① 生命保険契約のうち介護費用保障又は医療費用保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等に

つき、現行の一般生命保険料控除と別枠で、４万円（住民税２８，０００円）の介護医療保険料控除を創設

する。 

【法人税制】 

（１） 中小法人等の平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に終了する各事業年度の所得の金額の

うち、年８００万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を２２％から１８％に引き下げる。 

（２） 中小法人等の平成２１年２月１日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金

の繰戻し還付制度の適用ができることとする。 

（３） 平成２１年４月１日以降開始事業年度より、内国法人が外国子会社から受ける配当等に係る益金不算入制

度を創設する。 

 

 

 


